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健康長寿に

なるために

【第二期実施計画の目標受診率】

年度 特定健康
診査

特定保健
指導

平成25年度 45％ 25％

平成26年度 47％ 30％

平成27年度 50％ 40％

平成28年度 55％ 50％

平成29年度 60％ 60％
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　特定健康診査・特定保健指導実施計画の策定は、医療保険者に義務付けられています。大

崎市国民健康保険では、生活習慣病を中心とした疾病を予防するため、特定健康診査・特

定保健指導第一期実施計画を平成 20 年 3 月に策定し、特定健康診査・特定保健指導を実施

してきました。平成 24 年度に第一期 5 年間（平成 20 年度から平成 24 年度まで）の生活習

慣病件数、医療費状況、特定健康診査・特定保健指導の実施状況などを分析し、平成 25 年度

から平成 29 年度までの第二期実施計画を策定しましたのでお知らせします。

　保険給付課国民健康保険担当　 23-6051

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 健康推進課成人保健担当　 23-5311

～自分の体を知りましょう～

　対象者には、6 月中旬までに受

診票を送付しますので、受診して

ください。

※医療機関に通院している人も特

　定健康診査の対象です。

■対象年齢以外の人
　39 歳以下の人や 75 歳以上の

人は、申し込みにより特定健康診

査を受診することができます。

■社会保険の被扶養者になっている人
　社会保険等（協会健保、国保組

合、共済組合など）によっては、

加入している被扶養者が市民健診

と同じ日程・会場で特定健康診査

を受診することができます。

　詳しくは、加入している保険者

または事業主に確認してくださ

い。

特定健康診査を
受けましょう


